
 

 

羽生市監査告示第３号  

 

監査の結果により講じた措置について 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、羽生市長から監査の結果に 

より措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

 

 

      令和２年９月１６日 

 

        羽生市代表監査委員 渡 邉 義 弘 

 

 

 

 



１． 監査執行箇所名 

水道課 

 

２． 監査実施日 

令和２年７月８日（定期監査） 

 

３． 監査の結果に関する報告日 

令和２年９月１６日 

 

４． 監査の結果及び講じた措置の内容 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

（指導事項） 

随意契約の一部について、形式

上の問題は無いが、見積徴取の方

法に疑問のあるものが見受けられ

た。今後は、疑念を持たれること

の無いよう十分注意して対応する

よう努められたい。 
 

 

 今回、定期監査における指摘事項は、

契約に至らなかった業者の見積書の形式

及び日付記入についてであった。 

 今後、見積徴取にあたっては、見積書

の記載内容等を十分確認し、疑念を持た

れることの無いよう、適正な執行に努め

て参りたい。 

 

  

 

 

 

 



 

 

羽生市監査告示第６号  

 

監査の結果により講じた措置について 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、羽生市長から監査の結果に 

より措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

 

 

      令和２年１２月１０日 

 

        羽生市代表監査委員 渡 邉 義 弘 

 

 

 

 

 



１． 監査執行団体名 

世界キャラクターさみっと in羽生実行委員会 

（所管課：経済環境部 観光プロモーション課） 

 

２． 監査実施日 

令和２年９月３０日（財政援助団体等監査） 

 

３． 監査の結果に関する報告日 

令和２年１２月１０日 

 

４． 監査の結果及び講じた措置の内容 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

（指導事項） 

請負契約の締結に関し、契約先

が固定化されており、経済性の検

討がなされていない。契約の透明

性を保つためにも、複数の者から

見積徴取を行う等、契約方法の改

善を図り、契約過程の分かる書類

の整備を図られたい。 

 
 

 

 請負契約に当たっては、経済性・透明

性を確保するため、複数の業者から見積

徴取を行うなど、契約に関する書類の整

備を図って参ります。 

  

 

 

 

 



  

 

羽生市監査告示第７号  

 

監査の結果により講じた措置について 

 

地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、羽生市長から監査の結果に 

より措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。 

 

 

 

      令和２年１２月１４日 

 

        羽生市代表監査委員 渡 邉 義 弘 

 

 



１． 監査執行団体名 

株式会社羽生の里 

（所管課：経済環境部 農政課） 

 

２． 監査実施日 

令和２年９月３０日（財政援助団体等監査） 

 

３． 監査の結果に関する報告日 

令和２年１２月９日 

 

４． 監査の結果及び講じた措置の内容 

監 査 の 結 果 措 置 の 内 容 

（指導事項） 

市との委託契約に関し、契約の相手方

となる羽生の里の取締役社長を副市長

が務めていることは、業務の発注受注関

係において、契約の透明性を疑われ、誤

解を招く原因となるものであり、適正な対

応を図られたい。 

また、契約業務の履行に関し、市の出

先機関である三田ヶ谷農林公園事務所

との業務分担が曖昧で、委託業務である

にも関わらず事務所職員が一部従事す 

る等、不適切な業務が認められる。市所

管課と協議を行い、委託契約に則し、 

改善を図られたい。 

 

 代表取締役を羽生市副市長が務め、市

発注の業務を受注することは、法的な問

題はございませんが、市との発注受注関

係において契約の透明性や誤解を招く恐

れがあるとのご指摘につきましては、代

表取締役の選定を行う取締役会に報告し

協議いたします。 

また、市職員の一部従事が認められる

イベント等業務については、市所管課と

協議を行った結果、来年度以降、市直営 

での実施に変更し改善してまいります。 

 

所管課（農政課） 

 委託業務において市職員が一部従事し

ていたイベント等業務につきましては、 

来年度より、市が直営で開催するように

改め、分担が明確な業務についてのみ委

託することと致します。 



 また、市が主体となり設立した㈱羽生

の里につきましては、業務の公共性や公

益性、採算性等を検証すると同時に、設

立当初からの累積赤字の解消が達成でき

ていない状況等を含めた市への財政リス

クを考慮しつつ、今後の方向性の検討に

着手いたします。 

 さらに、農林公園の管理手法について、

指定管理者制度の導入を含め検討してま

いります。 

 

 

 

 


